
議案第１００号 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２８年 ５ 月２７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例 

川崎市基金条例（昭和４６年川崎市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第１項第１号の表東日本大震災被災者等支援基金の項中「東日本大震

災被災者等支援基金」を「大規模災害被災者等支援基金」に、「東日本大震災

の」を「大規模災害の」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

東日本大震災被災者等支援基金の設置の目的を拡充し、大規模災害の被災者

等の支援事業の資金に充てることとし、その名称を大規模災害被災者等支援基

金に変更するため、この条例を制定するものである。 
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